
チ
ョ
ウ
カ
ク
ジ

長
田
明
寺
珠
洲
郡
川
尻
に
在
っ

て
、
国
国
宗
束
振
に
邸
す
る
。

チ
ョ
ウ
カ
ザ
ツ
ラ
長
長
謹
長
禿
辿
の
中
古
子
辿

之
が
越
後
に
脱
走
し
て
か
ら
四
代
の
孫
で
、
思
…
揃
に

位
し
た
お
に
家
を
黒
前
長
と
呼
ば
れ
た
。
沼
椛
は
奥

市
。
天
正
四
年
上
杉
謙
信
の
能
脅
に
佼
入
し
た
後
、

景
辿
は
珠
洲
郡
正
院
城
に
鋲
し
た
が
、
七
年
山
田
引
景

は
、
埼
祭
政
親
に
持
し
て
勝
っ
た
。
次
い
で
十
七
年

液
妓
は
将
軍
足
利
弱
肉
の
震
に
閥
家
安
全
の
祈
認
を

修
す
る
を
以
て
、
そ
の
下
知
放
を
奥
へ
ら
れ
ん
こ
と

を
前
ひ
、
九
月
八
日
之
を
得
た
の
で
、
物
を
献
じ
て

卸
し
た
こ
と
が
あ
る
。
白
山
本
宮
が
祝
磁
の
災
に

催
っ
た
の
で
、
制
服
を
三
宮
に
謹
座
せ
し
め
た
の

も
、
こ
の
続
問
棋
の
時
文
明
十
二
年
十
月
十
六
日
で
あ

っ
た
。

チ
ョ
ウ
ェ
イ
ジ

長
一
旗
寺
羽
咋
耕
一
宮
寺
家
に

在
っ
て
、

国
民
宗
束
波
に
鴎
す
る。

チ
ョ
ウ
ェ
イ
ジ

長
鑓
寺

臥
奈
川
相
思
に
在
っ
て
、

興
宗
京
振
に
図
す
る
。

チ
ョ
ウ
ヱ
ン
ジ

長
岡
寺
能
禁
制
小
松
本
折
附

に
在
っ
て
、
民
宗
束
仮
に
臨
す
る
。
初
め
阿
部
中
村

に
民
・
り
、

医
由
民
中
向
本
折
に
抑
じ
、
承
隠
元
年
一
史
に

今
の
地
に
移
っ
た
。

チ
ョ
ウ
ォ
ン
ジ
潮
音
寺

鹿
島
部
外
阪
に
在
っ

て
、
民
宗
一
応
振
に
闘
す
る
。

チ
ョ
ウ
カ
安
ジ

超
恩
寺
石
川
郡
安
川
に
在
っ

て
、
民
宗
夜
振
に
臨
す
る
。
も
と
小
松
助
師
寺
の
寺

巾
で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
十
七
年
八
且
今
の
所
に
紗

っ
た
。

チ
ョ
ウ
カ
ク
ジ

長
田
町
寺

岡
荒
川
相
房
聞
に
在
っ

て
、
提
出
町
東
涯
に
鴎
す
る。

山
蹴
は
氏
側
山
。
も
と

阿
部
磁
野
に
底
た
が
、
明
治
十
九
年
今
の
地
に
特
じ

た
。

チ
ヨ

チ
ョ
ウ
カ
ン
ジ

長
賀
寺
巾
宮
入
院
の
一
つ
で
、

源
開
T
脱
出目記
に
は
北
四
J
寸
の
中
に
敏
へ
て
ゐ
る
。

白
山
穏
に
は
之
を
斡
梅
郷
内
に
在
る
と
認
し
、
資
永

誌
又
は
三
州
各
跡
志
に
は
、
能
楽
部
巾
村
衡
に
首
長

剛
山
寺
と
い
ふ
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
苛
跡
が
チ
ヤ
ウ
グ

ワ

y
ジ
と
い
ふ

m地
に
な
っ
て
ゐ
る
と
犯
し
て
似

る。

中
村
は
料
梅
村
と
正
持
一
寺
村
と
の
削
に
在
っ
て

縄
海
郷
内
に
回
す
ろ
。

チ
ョ
ウ
ガ
ン
ジ

超
願
寺

金
剛
仰
木
町
に
在
っ
て
、

国
民
宗
取
源
に
回
す
る
。
初
め
石
川
湖
柏
川
町
に
日
た
と

い
」
。チ

ョ
ウ
ガ
ン
ジ

超
願
寺
河
北
部
門
恥
患
に
在
つ

隆
の
攻
践
を
受
け
て
越
後
に
逃
走
し
た
。
然
る
に
十

年
上
杉
山
以
勝
が
そ
の
部
特
売
し
て
越
巾
魚
一
部
城
に
鋭

ら
し
め
た
際
、
張
月
奴
辿
は
自
ら
出
掛
兵
宇
一
班
十
ゐ
、
山市

絡
前

m利
家
の
封
地
能
呂
田
に
入
っ
て
臥
荒
川
相
棚
木
械

を
占
領
し
た
。
景
勝
が
未
だ
越
中
を
す
ら
平
定
し
得

ざ
る
に
、
景
注
の
か
t
A

る
町
民
一
郎
舶
を
敢
行
し
た
の
は
、

先
に
逃
走
し
た
川
昭
青
写
が
ん
が
お
で
、
円
日
開
明
の
承

剖
同
党
終
た
行
動
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

長
辿
聞
は
利
家
与
と
共
に
魚
出
征
討
獄
中
に
在
っ
た

が
、
直
に
邸
っ
て
景
辿
に
降
服
青
的
告
し
た
。
刷
出
制

長
が
義
に
於
い
て
述
飽
と
一
家
の
却
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
も
筑
波
は
そ
れ
に
郎
じ
な
か
っ
た
の

で
、
出
加
は
問
且
官
一

一日
棚
木
を
攻
問
中
L
、
辿
加
の

院
小
林
平
左
衛
門
は
奴
辿
校
討
取
っ
た
。
こ
の
役
利

家
は
大
井
久
兵
衛
直
携
を
探
し
て
段
躍
と
し
、
む
凶

治
部
左
衛
門
祭
政
宇
一
七
厄
に
也
は
し
て
、
七
尾
の
城

代
前

m況
郎
兵
街
安
肪
と
共
に
援
軍
に
附
へ
し
め

た
。
職
後
辿
加
は
出
加
を
利
家
に
報
じ
、
H
つ
鈴
木
凶

怖
を
し
て
円
以
訟
の
首
級
と
そ
の
郁
ぴ
た
万
と
や
献
ら

し
め
た
。
後
前
旧
氏
の
軍
政
と
な
っ
た
丈
木
の
万
と

い
ふ
も
の
は
円程で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
キ
ユ
ウ
ジ

長

久

寺

金
州
内
野
削
寺
町
に

在
っ
て
、
的
五
山
と
刷
恥
し
、
山
制
宗
に
属
す
る
。
寺

犯
に
、阪
日
目
二
年
前
白
石
見
守
定
吉
の
室
長
久
院
(
生

前
は
長
総
院
〉
、
的
制
服
の
お
に
栖
覚
寺
を
郊
外
大

一同
凹
に
恕
て
た
が
、
後
長
久
寺
と
収
め
て
商
品
川
巾
斐

の
下
郎
に
移
し
た
。
一
時
い
で
前
問
利
長
は
長
久
院
の

粧
川
三
十
.h
h町
市
司
法
し
、
見
永
十
二
年
そ
の
寺
地
を

牧
め
、
即
位
刑
制
寺
の
縦
訓
た
る
今
の
地
を
賜
は
り
、
承

附附
四
年
利
日
は
寺
封
を
増
し
て
五
J
l

石
と
し
、
延
筑

間
年
長
久
院
の
修
堂
脅
慈
市
し
た
と
あ
る
。

チ
ョ
ウ
キ
エ
ウ
ジ

長
久
寺

金
保
市
首
金
屋
町
に

在
っ
て
、
妙
光
山
と
鋭
し
、
日
出
宗
に
留
す
る
。
点

苧
二
年
の
尚
来
苫
に
よ
れ
ば
、
越
中
今
石
動
本
行
寺

の
日
続
が
文
除
二
年
に
創
立
し
た
所
で
あ
り
、
玉
泉

て
、
民
自
南
東
祇
に
図
す
ろ
。
明
治
J
l

一
年
十
ご
月
寺

奴
の
公
棋
を
治
さ
れ
た
。

チ
ョ
ウ
ガ
ン
ジ

超
願
寺

以
前
叩
皆
月
に
在
っ

て
、
員
宗
一
山
一
政
に
屈
す
る
。

チ
ョ
ウ
ガ
ン
ジ

長
願
寺
妹
洲
都
足
協
に
在
っ

て
、
由
民
宗
一
山
振
に
幽
す
る
。
能
官
名
跡
志
に
、『
長
願

寺
と
い
」
一
向
宗
あ
り
。
此
の
本
館
弧
陀
仰
は
行
法

の
作
。
是
も
峠
の
古
寺
の
本
館
の
闘。
』
と
氾
す
る
。

チ
ョ
ウ
キ
ユ
ウ

長
久

J
オ
ホ
ノ
チ
ョ
ウ
キ
ユ

ウ
大
川
町
長
久
。

チ
ョ
ウ
キ
ユ
ウ
イ
ン
長
久
院

前
凶
利
春
の
三

女
で
、
利
家
の
結
。
天
文
十
二
年
肱
川
町
荒
子
に
住
吉

れ
、
そ
の
名
を
部
川
と
い
う
た
。
初
め
前
川
孤
介
に

鋭
し
、
永
旅
元
年
制
叫
介
践
奴
の
後
日
白
石
見
守
定
士
口

に
一
内
政
し
、定
吉
の
卒
後
訴
飾
し
て
長
議
院
と
鋭
し
、

州出ロ何
十
刊
一
年
八
月
三
日
間
目
、
附
六
」
l
八
。
長
久
院
総

隠
久
山
日
大
制
定
尼
と
訟
し
、
金
抑
郊
外
大
一
Rm栖
怪

奇
に
掠
っ
た
。
柄
位
寺
は
後
に
川
町
川
寺
川
に
移
っ
て
、

長
久
寺
と
前
め
た
も
の
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
キ
ユ
ウ
ジ

長
久
寺

脳
品
叩
小
品
に
在

っ
て
、
日
一
辿
宗
に
図
L
、
元
組
二
年
日
瑞
の
草
創
と

す
る
。
大
正
中
岐
阜
綜
に
特
じ
た
。

チ
ョ
ウ
キ
ヨ
ウ
ジ

長
教
寺
刑
制
咋
榔
柑
川
被
に
在

っ
て
、
由
民
宗
東
振
に
隠
し
、
大
東
山
と
脱
す
る。

チ
ョ
ウ
キ
ヨ
ウ
ジ

長
廃
寺

以
来
榔
字
問
却
に

在
っ
て
、
口
県
宗
東
一
恢
に
臨
す
る
。

チ
ョ
ウ
ギ
ン

T
銀

加

賀

滞
の
銀
貨
は
成
治
の

頃
に
及
び
菊
版
印
の
朱
判
鋭
の
み
と
な
っ
た
が
、
前

回
綱
紀
の
見
ーズ
七
年
四
月
に
主
・
り
、
都
府
夜
行
の
丁

銀
・大
一旦
板
鋭
を
出
用
L
、
や
が
て
朱
封
銀
を
停
止

す
べ
き
令
わ
巧
波
し
た
。
是
に
於
い
て
京
都
の
鋭
箆
は
、

丁
銀
・大
一恩
絞
銀
世
輸
入
し
て
朱
封
銀
と
交
換
し
た

が
、
そ
の
相
判
婦
は
朱
封
銀
百
自
に
封

L
了
銀
父
は
大

一一説
板
鋭
百
二
匁
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
総
人
せ
ら
れ
た

了
銀
大
一恩
板
銀
は
院
長
六
年
夜
行
の
も
の
で
、
九

年
六
月
よ
り
イ
年
十
二
月
に
一照
る
ま
で
に
引
換
を
f

L
、十
一
年
正
月
余
く
朱
対
鋭
の
沼
周
そ
停
止
し
た
。

了
銀
は
元
来
縦
銀
と
お
〈
べ
き
で
あ
る
が
‘
犯
銀
と

も
了
銀
と
も
略
出
L
‘
市
延
又
は
市
銀
と
も
い
う
た

も
の
で
あ
る
。

大
豆
板
銀
は
俗
に
小
玉
と
い
ひ
、
京

都
で
は
小
判
と
い
う
た
。
大
豆
板
銀
の
加
賀
滞
に
於

け
る
通
用
を
、
武
家
協
同
柴
容
に
汲
郎
三
年
か
ら
と

す
る
は
認
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
テ
ユ
ツ
ヲ

長
国
連

院
夫
人
の
御
折
詰
所
で
、
元
利
六
年
十
一
月
そ
の
化

粧
凹
加
賀
郡
大
柴
田
坦
の
内
四
依
三
斗
七
升
を
似
ば
っ

た
が
、
夫
人
の
波
後
之
を
返
し
た
と
あ
る
。
境
内
の

妙
見
堂
は
卯
辰
妙
見
と
い
は
れ
る
。

チ
ョ
ウ
キ
ユ
ウ
ジ

長
久
寺

石
川
郡
高
局
に
在

っ
た
。
勉
賂
記
に
、
街
地
山
殺
陣
堂
と
い
ふ
所
に
、

法
務
宗
法
判
山
長
久
寺
が
あ
っ
た
が
、
一
品
陥
緋
械
の

同
共
に
焼
亡
し
た
と
あ
る
。

五

...... ，、

時
間
辿
の
子
。
除
は


